
平成２８年度第１回三芳水道企業団水道事業運営審議会次第 

                  日 時  平成２８年７月２０日（水） 

                       午後１時３０分から 

                  場 所  館山市役所 本館 ２階会議室 

１ 委嘱状の交付 

２ 企業長あいさつ 

３ 委員紹介・事務局職員紹介 

４ 開会 

５ 会長及び副会長選出 

６ 会長及び副会長あいさつ 

７ 諮問 

８ 議事 

 審議会の公開・非公開について 

 三芳水道企業団水道事業の現状について 

 その他 

９ 閉会
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   三芳水道企業団水道事業運営審議会条例 

 （設置） 

第１条 三芳水道企業団の水道事業の円滑な運営を図るため，三芳水道

企業団水道事業運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は，企業長の諮問に応じ，次に掲げる事項について調査

審議する。 

 (1) 水道事業計画に関すること。 

 (2) 水道料金等に関すること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか，水道事業の運営に関し，企業長が必 

  要と認める事項 

 （組織） 

第３条 審議会の委員（以下「委員」という。）は，１０人をもって組

織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。 

 (1) 企業団議会議員  ３人 

 (2) 住民代表     ５人 

 (3) 知識経験者    ２人 

 （任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前

任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

３ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠け

たときは，その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 審議会の会議は，会長が招集し，会長がその議長となる。ただ

し，当該審議会の最初の会議は，企業長が招集する。 

２ 審議会は，委員の過半数の出席がなければ，会議を開くことができ
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ない。 

３ 審議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数の

ときは議長の決するところによる。 

 （庶務） 

第７条 審議会の庶務は，企業団事務局において処理する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか，審議会に関し必要な事項は，企

業長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

 改正） 

２ 非常勤の特別職の職員に係る報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 

 ３９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第３条の次に次の１条を加える。 

  （重複支給の調整） 

 第３条の２ 議会の議員が当該議員の資格において，水道事業運営審 

   議会の委員を兼ねるときは，当該兼ねる特別職の職員として受け 

   るべき報酬は支給しない。 

  別表 国庫補助事業評価委員会委員の項の次に次のように加える。 

水道事業運営審議会委員   ５，１００円 



三芳水道企業団水道事業運営審議会会議の公開に関する取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は，三芳水道企業団水道事業運営審議会条例（平成２８年条例第３

号。以下「条例」という。）第８条の規定に基づき，三芳水道企業団水道事業運営審

議会（以下「審議会」という。）の会議（以下「会議」という。）の公開に関し，必

要な事項を定めるものとする。 

（会議の公開基準） 

第２条 会議は，次の各号のいずれかに該当する場合を除き，公開するものとする。 

(1) 三芳水道企業団情報公開条例（平成２０年条例第１号）第６条に規定する非開

示情報に該当すると認められる事項に関し，審議するとき 

(2) 公開することにより，会議の公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると

認められるとき 

（公開又は非公開の決定等） 

第３条 会議を非公開とするときは，前条の規定の基づき，審議会の会長が審議会に

諮って決定するものとする。ただし，前条の規定に該当することが予め明らかなと

きは，事務局において決定することができる。 

２ 審議会は，会議を公開しないことを決定したときは，その理由を明らかにするも

のとする。前項ただし書による決定をしたときも同様とする。 

３ 会議の傍聴に関し必要な事項は，別に定める。 

（会議開催の事前公表） 

第４条 会議の開催は，公開・非公開にかかわらず，会議開催日の前日までに，審議

会開催のお知らせ（第１号様式）を三芳水道企業団ホームページの掲載等により公

表する。公表後に公表内容の変更が生じる場合も同様とする。 

（会議録等の作成） 

第５条 審議会は，会議の終了後，遅滞なく，会議要旨（第２号様式）及び次の事項

を記載した会議録を作成するものとする。ただし，簡易な議事の会議では，会議録

の作成を省略することができる。 

(1)  会議の日時及び場所 

(2)  出席者の氏名 

(3)  会議に付した議案の件名 

(4)  議事の概要 

資料２



(5)  その他必要な事項 

２ 会議録は，会議に出席した委員の承認を得て会長が確定する。 

（会議録等の公表） 

第６条 審議会は，前条の会議要旨及び会議録，会議資料を公表するものとする。 

２ 公表の方法は，三芳水道企業団ホームページ及び広報誌への掲載等により公表す

るものとする。 

附 則 

この要領は，平成２８年７月１５日から施行する。 







三芳水道企業団水道事業運営審議会会議傍聴要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は，三芳水道企業団水道事業運営審議会会議の公開に関する取扱要

領第３条第３項の規定に基づき，三芳水道企業団水道事業運営審議会（以下「審議

会」という。）の会議（以下「会議」という。）の傍聴に関し，必要な事項を定める

ものとする。 

（傍聴の手続） 

第２条 会議の傍聴を希望する者は，会議の開催予定時刻までに，自己の氏名等を三

芳水道企業団水道事業運営審議会会議傍聴届（別記様式）に記入し，審議会の事務

局に提出後，係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。 

２ 傍聴の受付は先着順で行い，定員になり次第受付を終了する。 

（傍聴の制限） 

第３条 次の各号いずれかに該当する者は，審議会を傍聴することができない。 

(1) 凶器その他，人に危険をおよぼすおそれのある物品を携帯している者 

(2) 酒気を帯びていると認められる者 

(3) 前２号に掲げるもののほか，審議会の進行を妨げるおそれがあると認められる

者 

（禁止行為） 

第４条 傍聴する者は，次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 審議会会場において，傍聴席以外の場所に立ち入ること。 

(2) 審議会会場において，みだりに席を離れること。 

(3) 審議会会場において，私語，談笑その他，騒がしい行為をすること。 

(4) 審議会会場において，審議会の言論に対して拍手その他の方法により賛否を表

明すること。 

(5) 審議会会場において，飲食又は喫煙をすること。 

(6) 審議会会場において，撮影，録音その他，これらに類する行為をすること。た

だし，審議会の長の許可を得た者は，この限りではない。 

(7) 審議会会場外に審議会資料を持ち出すこと。 

(8) 前各号に掲げるもののほか，審議会の支障となるような行為をすること。 

（退場） 

第５条 傍聴する者が，前条の規定に違反するときは，審議会の長はこれを制止し，

その命令に従わないときは，その者を退場させることができる。 

２ 傍聴する者は，公開の審議会中において，審議会が審議の全部又は一部を公開し
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ないこととしたときは，速やかに退場しなければならない。 

（委任） 

第６条 この要領に定めるもののほか，審議会の傍聴に関し必要な事項は，審議会の

長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この要領は，平成２８年７月１５日から施行する。 



別記様式（第２条関係） 

三芳水道企業団水道事業運営審議会会議傍聴届 

年  月  日 

 三芳水道企業団水道事業運営審議会傍聴要領第２条の規定により下記のとお

り届けます。 

記 

住 所  

氏 名  

電話番号  
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